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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内
相　　　談 日　時 場所／問合先

弁護士相談（事前に要予約）

（弁護士が法的な見解等を助言 )
※予約開始
 11 月分：10月 1日（木）～
 12 月分：11月 2日（月）～
　(各日 8時 30分より受付 )
※ 同じ案件での相談は 2回ま
で（異なる会場で相談して
も同様）

10月9日（金）、23日（金）
11月13日（金）、27日（金）
10時～12時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

11 月 19日（木）
10時～ 12時

大平隣保館 2階 相談室
☎(43)6611 0120-46-7830

10 月 19日（月）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室
藤岡市民生活課☎ (62)0905

10 月 27日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 会議室
都賀市民生活課☎ (29)1124

11 月 24日（火）
10時～ 12時

西方総合支所 1 階 会議室
西方市民生活課☎ (92)0308

10 月 15日（木）
10時～ 12時

岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室
岩舟市民生活課☎ (55)7763

法律相談（事前に要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催

10月 6日（火）、20日（火）
9時～ 12時

大平地域福祉センター ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

宅地建物相談（予約開始：10/1（木）8
時 30分～）（売買や賃貸借、所有と管理）

10月 16日（金）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

消費生活相談 ( 商品やサービス
など消費生活全般 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 2 階 消費生活センター
☎ (23)8899 FAX (23)8820

合同相談

( 行政相談・人権相談 )

　♦移動県民相談も同時開設

10月13日（火）、27日（火）
10時～12時　

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

♦ 11月 19日（木）
10時～ 12時

大平総合支所 1 階 相談室
大平市民生活課☎ (43)9211

10 月 14日（水）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室
藤岡市民生活課☎ (62)0905

♦ 10月 27日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 大会議室
都賀市民生活課☎ (29)1124

11月24日（火）
13時30分～15時30分

西方公民館 2階 小会議室
西方市民生活課☎ (92)0308

10月 15日（木）
13時30分～15時30分

岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室
岩舟市民生活課☎ (55)7763

相　　　談 日　時 場所／問合先

人権相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

配偶者等からの暴力 (DV) 相談 月～金曜日
9時～ 16時

配偶者暴力相談支援センター
☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日 9時～ 17時
※土日祝日･時間外は留守電･FAX

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (24)0667　FAX (21)2690

青少年相談
( 非行問題・不登校など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (23)6566　FAX (21)2690

家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の子
どもとその家族 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

児童虐待相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／子育て支援課☎ (21)2227　
※左記以外の時間は☎ 189
（児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日
9時～ 16時 本庁舎/子育て支援課　☎(21)2229

障がい児者相談 ( 福祉サービス
の利用・障がいを理由とする差
別・合理的配慮及び虐待防止 )

月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎 /障がい福祉課 障がい児者相
談支援センター係
☎ (21)2219 FAX (21)2682

就労支援相談（事前に要予約）

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時

※
祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待）月～金曜日8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター ☎（21）2245・2246

もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

10月 9日（金）
10時～ 11時 30分

本庁舎 1階 市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

今回は栃木市出身で、文化会館のアーティスト情報
データベース「アーティストアーカイブス」に登録され
ている髙橋由起さんにお話を伺いました。髙橋さんは、
足利短期大学で講師をしながらプロのフルート奏者とし
て市内外で活躍されています。

研鑽を重ね、フランスへ留学
幼少期からピアノを習い、音楽を学んだ髙橋さん。横

笛への憧れから、大学２年生でフルート専攻へ転科。その
魅力にはまり、大学院へ進学。さらに、持ち前の行動力で
フランスの音楽院へ留学し、腕を磨き続けました。「自己
研鑽の場を求め、日々のしがらみなく、フルートだけに集
中できる留学という道を選びました。フランス語は２単語
くらいしか分からない状態で飛び込み、困難もありました
が、５年間でプロとして必要な多くの事を学びました。」
留学中、横浜国際音楽コンクールの管楽器部門で第一

位を受賞し、栃木市での凱旋コンサートを開催。現在は
大学で音楽の講師をしながら、全国で数多くのコンサー
トを開催するなど、積極的な活動をされているそうです。

音楽の素晴らしさを多くの人に伝えたい
　学生時代から小・中学校の学習支援に参加するなど、
子供たちの教育に関心を持ち、現在では幼稚園教諭や保
育士を目指す学生に教鞭を執ります。「どんなに机上で
教えても、実際に聞かせる一音にはかないません。実体
験で音楽の魅力を伝えたい。これまでに学んだことを、
大学の学生たちへ還元し、新しい芽を育てていきたいで
す。」また、普段音楽に触れない人にもその素晴らしさ
を伝えたいと、大学の協力を得て、キャンパス内でのロ
ビーコンサートなども開催しているそうです。最近では
新型コロナの影響で、コンサートの開催などが難しい状
況ですが「見えないけれど心の支えになるのが音楽。ま
たみなさんを元気にする演奏を届けられる日を心待ちに
しています。」と、今後の活動への意欲をのぞかせます。

人間性を高めることは、音楽を高めること
　フルート奏者としての、今後の目標をお聞きしました。
「演奏には人間性が現れます。例えば、学生たちの演奏
を聞くと、どのように音楽と向き合っているのか、すぐ
に分かります。音楽を高めるためには、自分自身を高め
ることが必要。日々の生活の中で感性を磨き、感情を豊
かにし、自然と人の輪を繋ぐ演奏ができる、
そんな演奏家を目指しています。」

フルート奏者
足利短期大学こども学科　講師

髙
たかはし

橋 由
ゆ き

起 さん

■栃木市新斎場整備運営事業の進捗状況
　市が現在、岩舟町三谷地内で進めている「新斎場整備運営事業」については、
令和 5年 10月の供用開始を目指し、現在、総合評価一般競争入札を進めてい
ます。今後はＰＦＩ事業者選定委員会において審査を行い、本年度末までに事
業者の決定・事業契約の締結を行う予定です。
　また、関連工事として、整備地内を流れる谷田川に架かる橋りょうの建設工
事や、新斎場への進入路整備を実施しています。引き続き既設橋りょうの撤去
工事及び進入路の入口交差点改良工事を発注する予定です。
　今後も同事業について、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
　※事業の進捗状況など、詳細は市ホームページにてご覧いただくことができ
ます。

問合先　斎場整備室　☎ (21) ２４２８

テレワーカーを応援！
まちなか定住促進住宅新築等補助制度
「ＩＪＵ（移住）補助金」
　市では、住宅を取得して本市に移住した方
に補助金を交付しています。また、移住した
方が市内でのテレワーク勤務の場合、新たな
加算項目による補助を始めます。
対 象 　市街化区域（西方地域は用途地域）

に住宅を取得（令和２年４月～令和
５年３月の契約）し、本市に転入し
た方（本市に転入して２年以内の転
居者を含む）

補助金額 新築住宅　30万円　中古住宅　20万円
加算金額 勤労者加算　 市内勤務（テレワーク）20万円【新規】
　　　　　　　　　　　市内勤務（テレワーク以外）10万円、市外勤務５万円
　　　　　若年世帯加算　40歳未満 10万円、50歳未満５万円
　　　　　子ども加算　18歳未満の子ども１人につき 10万円
申請期限　令和６年３月 31日
※令和２年３月までの契約で住宅を取得した移住者が対象となる「旧ＩＪＵ（移
住）補助金」には、テレワークに関する勤務加算は適用されません。
※記載内容以外に複数の要件があります。詳細は問合先へ。

問合先　住宅課　☎ (21) ２４５３

髙橋さんの活動の最新情報はこちらのHPにて発信中！⇒

新斎場整備運営事業実施スケジュール（予定）
時期 内容

令和２年 11月 落札者の決定及び公表

令和２年 12月 基本協定の締結

令和３年１月 仮契約の締結

令和３年３月 契約締結

令和３年４月～ 本施設の設計・建設

令和５年 10月 本施設の供用開始

令和 21年３月 事業期間終了（維持管理・運営期間 15年６ヵ月間）


